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 9：00 ～ 17：00  （土・日曜・祝祭日 休局） 

■■■ 例会プログラム ■■■  

例 会 日 卓 話 者 演 題 

9 月 14 日 
平田広域交番 

所長 野地 正弘 様 
交通事故、特殊詐欺被害の現状等

9 月 21 日 休  会  

9 月 28 日 
山陰合同銀行 

バンコク駐在員事務所 

所長 山田 裕介 様 

タイのあれこれ 

10 月 5 日 会員  高砂 明弘 ６９歳 北海道ツーリング！ 

■■■ 出席報告 ■■■  

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前々回補正出席率

42 33 9 (4)   86.84% 79.45 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

原孝／持田稔／石原俊／大谷良／園山 

（山根／牧野／遠藤／大谷厚）  

■■■ 来訪者 ■■■    

 な し 

■■■ メークアップ ■■■   

 9/11 飯塚詔・加藤（出雲中央）  9/13 土江・田中浩（大社） 

************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（10 月 5 日） 山口 弥／大島 治／大島卓爾 

（10 月 19 日） 土江光二／大谷厚郎／園山 繁 

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■   

月 出雲中央 10/23(－) 松江南  9/25   

火 出雲  9/19(－)  10/10(－) 松江しんじ湖   

水 大社   松江    

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東  9/21(－) 

金 出雲南 9/22    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

8月31日の例会では、活発な意見交換ありがとうございました。各テーブル

での意見は週報に掲載しましたので、ぜひ参考にして下さい。 

今日は、国際ロータリー（ＲＩ）の理事とゾーンについてお話しします。お手元

のロータリーの友 9 月号横組み 6 ページによれば、世界のロータリークラブの

会員総数は2017 年5月末現在123．6万人。日本の会員数は2017年6

月末現在約8．8 万人で、約7．0％です。 

世界中のロータリークラブの連合体がＲＩですが、ＲＩ定款・細則によると、ＲＩ

理事会を構成する理事総数は 19 名です。このうちＲＩ会長と会長エレクトは

役職指定です。この2名を除く17名の理事は、世界に割り当てられた計34

の各ゾーンから輩出されることになっています。 

横組み 55 ページでは、日本のゾーン構成が色別に判断できます。日本は

北日本の第1 ゾーン、中日本の第2 ゾーン、南日本の第3 ゾーンに所属し

ています。ゾーン毎に 4 年に 1 人の理事候補者を選出します。理事の任期

はそれぞれ 2 年、決められた方法に従って順次就任される仕組みです。日

本のゾーンが 3 ということは、4 年間で 3 人の日本人理事が、それぞれ 2 年

ずつ活動することを意味しています。 

各ゾーンは、会員数約 3．5 万人を目安にほぼ均等になるよう定期的な見

直しをおこなうと規定されており、今年1月に編成が見直されました。日本は

会員数に応じて直前の 3．0 から 2．5 のゾーン配分へと減っています。現在

は移行手続中にあるようで、近々新しいゾーン編成になると思います。 

具体的には第 2 ゾーン所属の 2630（岐阜・三重）地区が近接する第 3 ゾ

ーンに編入されます。また第1ゾーンの14地区のうち5地区が第2ゾーンに

編入され、代わりにバングラデシュ・インドネシア・パキスタンが加わります。  

10年前には3．5ゾーンを占めていた日本ですが、会員数の減少によって、 

ゾーン数が徐々に減り続け、ＲＩ理事会での日本の発言権が徐々に弱まって

いくことが懸念されています。 

会員数の減少は、目の前でおこるクラブの問題だけではないようです。 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．ロータリーレートの変更 

  9/1 より  １ドル １０９円 (現行１１１円) 

２．るんびにぃ苑より「るんびにぃ新聞81 号」をいただきました。 

３．地区大会２０名の方 登録いただきました。 

■■■ 委員会報告 ■■■   

情報・雑誌委員会 ： 「ロータリーの友」9 月号の紹介 

出席・親睦委員会 ： 9 月の会員誕生・伴侶誕生・結婚記念祝い 

■■■ スマイル ■■■   

佐々木 （平田広域交番所長 野地正弘様、本日はありがとうございます。

スピーチよろしくお願い致します。） 

曽田 （前回の例会では三好会員の武者隊初公演おめでとうございました。 

野地所長様本日の卓話宜しくお願い致します。お陰様で地区大会

20 名の登録をする事ができました。ご協力ありがとうございました。） 

大島卓 （野地平田交番所長様、ご多忙の中ありがとうございました。） 

内田 （野地所長様、本日はようこそいらっしゃいました。スピーチありがとうご

ざいます。 所用にて早退します。） 

原泰 （野地所長様、ご講演ありがとうございます。） 

三好 （平田広域交番所長 野地様、ようこそお出で下さいました。本日は

講演よろしくお願いいたします。） 

高砂 （地区大会に多数の会員の登録ありがとうございます。） 

飯塚大 （9/30 尺八演奏会のご案内をさせていただきました。よろしくお願い

致します。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「交通事故、特殊詐欺被害の現状等」 

平田広域交番  所長  野 地 正 弘 様 

1. はじめに 

本年３月の異動で、平田広域交番に異動してきました。どうぞよろし

くお願いいたします。実は私は、昭和５７年から韓国語を学んでおります

が、「ロータリーの雑誌の中（P9）に韓国のものがあるのを見つけました。 

 

 



その中にはハングルで「ロータリーコリア、青少年奉仕の月、青少年の未

来を開くロータリー」と書いてあります。ロータリークラブとは縁がありまして、

以前、出雲警察署で勤務していた時、ナホトカのロータリークラブが国

際ロータリーの認証を受けた際に、ロータリークラブの方からいろいろお

話を聞かせてもらいました。 

前置きが長くなりましたが、これから「交通事故、特殊詐欺被害の現

状等」についてお話しします。 

2. 交通事故の現状等 

はじめに交通事故の現状についてです。 

 昨年の島根県内での交通死亡者数は２８名でした。 

出雲市内では３名の方が亡くなられました。昨日現在の島根県内での

交通死亡者数は１３名で、出雲市内では２名の方が亡くなっておられ

ます。 

  ◎出雲市矢尾町 県外の車とバイク（バイクの運転手死亡） 

  ◎出雲市小山町 車と歩行者（高齢女性が死亡） 

これら交通死亡事故の特徴は、 

  ◎高齢者の死者が多いこと 

  ◎国道における事故が多いこと 

です。 昨年１年間で、出雲市内でどれ位の人身交通事故と物損交

通事故が発生していると思いますか？人身交通事故は１日・１件位、

物損交通事故は１日・１５件位の割合で発生しています。 

 昨年ここ平田地区で交通死亡事故が発生しました。この交通死亡

事故を受けて、本年４月１０日平田地区が「はつらつモデル地区」に指

定され、来年の３月末まで高齢者の交通事故を抑止する活動が始ま

りました。平田地区での活動テーマは「全高齢者の反射材着用運動」

です。 

 平田地区でのいろいろな会合に出席し、反射材着用の話をしていま

す。私も夜間は、夜光反射材、タックルバンドを付け、ライトを持って市

内を歩いています。皆様も日頃から反射材の着用を、そして家族の皆

様、会社、事業所の皆様も反射材の着用をお願いします。 

 次に秋の全国交通安全運動についてお話します。 

本年も９月２１日（木）から９月３０日（土）までの１０日間、秋の全国

交通安全運動が行われます。 

 詳しい内容については、お配りしたチラシを見ていただきたいと思いま

す。この秋の全国交通安全運動を契機として、交通事故を一つでも減

らしていこうとおもいます。 

3. 特殊詐欺被害の現状等 

次に、特殊詐欺被害の現状等についてお話します。 

昨年の特殊詐欺の被害は、 

 ◎島根県内 ５２件・１億８,１９１万円 

 ◎出雲市内  ９件・  ３,３２３万円 

でした。 

 また、本年１月から８月末までの特殊詐欺の被害は、 

 ◎島根県内 ２５件・ 約７,４０５万円 

 ◎出雲市内  ３件・ 役 １４７万円 

でした。 

 

 

 

   出雲市内では、◎「総合消費料金に関する訴訟最終通告のお知ら

せ」と題した葉書が送付されたり、 

◎「有料情報サイトの未納料金の通知」のメール 

が送られてきた。 

という相談が多数寄せられています。市民の皆さんが被害に遭われる

可能性が高くなったことから、９月７日に、出雲警察署長名で「出雲市

特殊詐欺注意報」を発して、被害防止活動を行っています。 

 特殊詐欺被害は、高齢者の方だけではなく３０歳代から５０歳代の

方も被害に遭っておられます。これは、「有料情報サイトの未納料金の

通知」がショートメール等で送られ、それを信じてコンビニの電子マネー

等で支払いをしてしまったというものです。出雲市内では本年７月現在

で、約３０件・被害額約１千万円の相談を受けています。この数字は

特殊詐欺被害の件数に入っていません。このように犯人グループは、手

を変え、品を

変えて、巧み

に攻めてきま

す。 

 皆様は勿論

ですが、家族

の方、そして会

社・事業所の

皆様が被害に

遭われないよう

に、注意をお

願いします。 

 


